
世田谷区地域保健福祉審議会 

第１回 高齢者福祉・介護保険部会 

 

次   第 

 

 令和８年２月６日（金） 

 １８時３０分～ 

 保健医療福祉総合プラザ 

 研修室Ａ 

 

１ 開  会 

 

２ 案  件 

（１）高齢者福祉・介護保険部会の運営について 資料１ 

（２）報告案件 

①世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の位置づけ及び 資料２ 

第９期計画について 

②世田谷区の地域包括ケアシステムについて 資料３ 

③区を取り巻く状況と今後の方向性について 資料４ 

④介護保険の見直しに関する意見について（概要） 資料５ 

（３）審議案件 

第 10 期高齢・介護計画の策定及び進め方について 資料６ 

【参考資料】 

第９期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画取組状況 参考資料１ 

介護保険事業の実施状況 参考資料２ 

介護保険制度の見直しに関する意見 参考資料３ 

 

３ そ の 他 

 

 

４ 閉  会 

 

 

 

＜次回（第２回）予定＞ 

令和８年３月１９日（木） １８時３０分～ 

保健医療福祉総合プラザ研修室Ｃ 
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資料１ 

令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 

 

世田谷区地域保健福祉審議会 高齢者福祉・介護保険部会の運営について 

 

１ 部会設置の目的 

  本部会は、審議会が区長による諮問「第 10 期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画」策定にあたっての考え方について」（別添）への答申を行うため、高齢者に関する専門

的な審議を行う部会として設置し、答申案をまとめることを目的とする。 

また、本部会における検討状況は、円滑な審議のため、適宜、審議会と共有する。 

 

２ 部会委員 

  別添「部会委員名簿のとおり」 

  部会長は、必要と認める参考人の出席と発言を認めることができる。 

 

３ 部会長 

  審議会の会長とする。（世田谷区地域保健福祉推進条例施行規則第６条第１項） 

 

４ 部会長の職務代理者 

  部会長が指名する。（世田谷区地域保健福祉推進条例施行規則第６条第４項） 

 

５ 委員の出席方法 

  本部会は、区役所等の会議室及び区が指定するオンライン会議システムを併用したハイブ

リッド開催とする。 

  原則として、出席方法は各委員の希望とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大

等、部会長が認める場合はオンライン会議システムによる開催のみとすることができる。 

 

６ 案件の順番 

  審議を計画策定の背景やデータ等を踏まえて行うため、各部会における案件の順は、報告

案件、審議案件、その他とする。 

 

７ 部会の傍聴 

  区民等による傍聴に関する事項を、別添「高齢者福祉・介護保険部会の傍聴に関する規定」

のとおり定める。 

 

８ 議事録 

  議事録は、出席した全委員の確認を得た上で、原則として概ね１月後に公開する。 

  また、発言者の表記は、部会長は「部会長」、その他の委員は「委員」と表記する。 

  なお、録音した委員等の発言は、議事録の作成のみに使用する。 

 

９ 事務局 

  部会の庶務は、世田谷区高齢福祉部高齢福祉課において処理する。 

 

10 その他 

  部会の運営に関する事項その他必要な事項は、部会長が定めるものとする。 
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高齢者福祉・介護保険部会の傍聴に関する規定 

 

１ 目的 

  高齢者福祉・介護保険部会の区民等による傍聴に関し、必要な事項を定める。 

 

２ 傍聴方法 

世田谷区が指定する区役所等の会議室（以下「会場」）への来場又は区が指定するオン

ライン会議システムへのアクセス 

 

３ 定員等 

（１）会場：１０名 

ただし、会場の規模に応じて別途定めることができる。 

（２）オンライン会議：システムの上限による。 

 

４ 手続き 

傍聴を希望する者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス（会場における傍聴

の申出を除く）を区に申し出るものとする。 

 

５ 遵守事項 

（１）傍聴人は、次に掲げる事項を遵守することとする。 

①静粛にすること。 

②委員及び説明者の発言に対して批評、拍手等の方法により賛否を表明しないこと。 

③写真、ビデオの撮影、録音及び録画をしないこと。 

④その他、会議の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 

（２）会場における傍聴人は、以下の事項を遵守することとする。 

①発熱や咳、体調不良等の風邪症状がある場合は、傍聴を自粛すること。 

②会場において食事、喫煙をしないこと。 

（３）オンライン会議における傍聴人は、以下の事項を遵守することとする。 

①音声はミュート設定、カメラはオフにすること。 

②参加時の名前は「区民傍聴＋整理番号」とすること。（例：区民傍聴１） 

③チャット機能等のアクションは一切行わないこと。 

 

６ 傍聴人の退場及び入場制限 

部会長は、傍聴人が「５ 遵守事項」に違反し、会議の進行上支障があると認めるとき

は、その者に会場からの退場を命じる、又はオンライン会議システムのアクセスを遮断

することができる。 

また、部会長は、会議を傍聴しようとする者が明らかに議事を妨害するおそれがある

と認めるときは、その者の入場を制限することができる。 

＜5＞



世田谷区高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画の位置付け

及び第９期計画について

高齢福祉部

資料２

１ 高齢・介護計画の位置付け
２ 第９期計画の基本理念等
３ 第９期計画 令和６年度の取組み状況（概要）
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１ 高齢・介護計画の位置付け

○高齢・介護計画の位置付け

市町村老人福祉計画（老人福祉法）と介護保険事業計画（介護保険法）として一体的に策
定する計画。計画期間は３年間。

○基本計画等との整合

上位計画である基本計画や地域保健医療福祉総合計画等の区の主要な計画と整合を図る。
また、将来人口推計を踏まえ、中⻑期的な介護保険サービス需要量を推計し、適切なサー
ビス量の確保に努める。

１
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２ 第９期計画の基本理念等

○ 基本理念

住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現

○ 計画目標と施策体系

計画目標Ⅲ
安心して暮らし続けるための医
療・介護・福祉サービスの確保を
図る

計画目標Ⅱ

高齢者の活動と参加を促進する

計画目標Ⅰ

区民の健康寿命を延ばす

施策展開の考え方
参加と協働の地域づくり
これまでの高齢者観に捉われない施策
地域包括ケアシステムの推進

健康づくり

介護予防

重度化防止

参加と交流の場づくり

就労・就業

支えあい活動の推進

見守り施策の推進

認知症施策の総合的な推進

相談支援の強化

在宅生活の支援と安心できる住まいの確保

成年後見制度の推進

在宅医療・介護連携の推進

介護人材の確保及び育成・定着支援

安全・安心への取組み

２
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２ 第９期計画の基本理念等

○ 評価指標

計画目標Ⅲ

安心して暮らし続けるための医療・
介護・福祉サービスの確保を図る

計画目標Ⅱ

高齢者の活動と参加を促進する

計画目標Ⅰ

区民の健康寿命を延ばす

基本理念 住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現

評価指標 （策定時 目標）
幸福度の平均値 （認定なし～要支援）7.4点 7.6点 （要介護）6.4点 6.6点

評価指標 (策定時 目標)

あんしんすこやかセンター認知度
（認定なし～要支援）
56.8％ 90.0％

（要介護）
74.8％ 100.0％

ACPの実践の割合
（認定なし～要支援）
54.0％ 58.9％

（要介護）
47.4％ 54.8％

在宅で看取られた高齢者の割合
37.6％ 37.6％

介護施設等整備計画の目標達成度
ー 整備目標の達成

評価指標 (策定時 目標)

地域活動等の参加状況
16.9％ 21.4％以上

外出頻度
（週２回以上の外出）

81.4％ 87.6％以上

会話頻度
（毎日）

77.3％ 78.6％以上

地域等での役割期待度
（役割を期待されたり頼りにさ
れていると思う割合）

29.0％ 33.2％以上

評価指標 (策定時 目標)

65歳健康寿命（要介護２）
（男性）

83.49歳 83.99歳
（女性）

86.08歳 86.55歳

主観的健康観
（とてもよい＋まあよい）

77.2％ 82.4％以上

年齢階層別の認定率
（75ー84歳）

19.4％ 19.4％

３
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３ 第９期計画 令和６年度の取組み状況（概要）

○評価指標の実績

基本理念

計画目標Ⅰ 区民の健康寿命を延ばす

目標実績計画策定時評価指標

男性） 83.99歳
女性） 86.55歳

男性） 83.41歳
女性） 86.01歳

男性） 83.49歳
女性） 86.08歳

65歳健康寿命
（要介護２）

82.4%以上※77.2%主観的健康観
（とてもよい＋まあよい）

19.4%19.0%19.4%
年齢階層別の認定率

（75-84歳）

目標実績計画策定時評価指標

（認定なし～要支援） 7.6点
（要介護） 6.6点※

（認定なし～要支援） 7.4点
（要介護） 6.4点幸福度の平均値

※は、令和７年度高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査において把握予定。

４
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３ 第９期計画 令和６年度の取組み状況（概要）

計画目標Ⅱ 高齢者の活動と参加を促進する

計画目標Ⅲ 安心して暮らし続けるための医療・介護・福祉サービスの確保を図る

目標実績計画策定時評価指標

（認定なし～要支援）90.0%
（要介護） 100.0%

※
（認定なし～要支援）56.8%
（要介護） 74.8%

あんしんすこやか
センターの認知度

（認定なし～要支援）58.9%
（要介護） 54.8%

※
（認定なし～要支援）54.0%
（要介護） 47.4%

ACPの実践の割合

37.6%38.5%37.6%
在宅で看取られた

高齢者の割合

整備目標の達成次ページー
介護施設等整備
計画の目標達成度

目標実績計画策定時評価指標

21.4%以上※16.9%地域活動等の参加状況

87.6%以上※81.4%
外出頻度

（週2回以上の外出）

78.6%以上※77.3%会話頻度（毎日）

33.2%以上※29.0%
地域等での役割期待度

（役割を期待されたり頼りにされてい
ると思う割合）

５
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３ 第９期計画 令和６年度の取組み状況（概要）

○各施策の取組み状況

令和６年度に新たに実施した取組みや拡充した取組みがあり、現計画の最終目標を上回る
ことが確実または見込まれる場合は、「計画を上回った」取組みとし、令和６年度の計画
を達成することができず、このままだと現計画の最終目標を下回ることが見込まれ、次年
度以降見直しの必要がある場合は、「計画を下回った」取組みとする。

計画を上回った ０ 計画どおり ５１ 計画を下回った ３

【計画を下回った取組み】
介護予防・日常生活支援総合事業の取組み （重度化防止）
早期発見と適切な初期対応 （認知症施策の総合的な推進）
認知症の理解、認知症観の転換の促進 （同）

○介護保険の円滑な運営

被保険者数や要介護・要支援認定者数、各種介護サービス量の見込みに対する実績につい
ては、おおむね計画どおり。

○介護施設等整備計画の進捗状況

【新規整備】
看護小規模多機能型居宅介護 １か所（定員29名）

６
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令和８（２０２６）年２⽉６⽇
世田谷区

世田谷区の
地域包括ケアシステムについて

資料３

＜13＞



目 次
１．地域包括ケアシステム（国） P.3

２．世田谷版地域包括ケアシステム P.4〜P.5

３．地域包括ケアの地区展開 P.6〜P.9

４．世田谷版地域包括ケア１０年振り返り P.10
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１．地域包括ケアシステム（国【厚⽣労働省】）
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２－１世田谷版地域包括ケアシステム
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２－２主な特徴（世田谷版地域包括ケアシステム）
令和６年度(2024)〜平成２８年度(2016)〜

高齢者のみならず、属性・世代・内容に関わらない
困りごとを抱えたすべての区⺠を対象としている対象者

これまでの５要素に、「社会参加」
「就労」「教育」「防犯・防災」４
つの新たな要素を加えた９つの要素

「医療」「福祉サービス」「住ま
い」「予防・健康づくり」「日常
の生活支援」の５つの要素

要素

「地域包括ケアの地区展開」
まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、児童館の四者が連携し、
身近な地区における福祉の相談支援の強化や地域の人材、社会資源の開発等に取り組む。
（福祉の相談窓口、参加と協働による地域づくり、四者連携）

取組み
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３ー１地域包括ケアの地区展開
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３－２福祉の相談窓口相談件数（地域包括ケアの地区展開）
※コロナワクチン接種の
予約対応による増
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３－３区の重層的支援体制整備事業（地域包括ケアの地区展開）
8

＜20＞



３－４全区版地域ケア会議（地域包括ケアの地区展開）

区では地域ケア会議を「地区」「地域」「全区」の３層で実施。地区・地域では解
決が困難な課題を検討し解決へ向けた新たな施策の立案や実行につなげている。

令和７年度全区版地域ケア会議（第９２回世田谷区地域保健福祉審議会）
テーマ『対象を限らない見守り』

取組みの方向性課題

①見守りの多様・広域化の検討①事業対象が限定

②地域コミュニティ力の強化②人員・担い手不足

③適正な情報連携ルールの整備③個人情報制約による情報共有
の弊害

④つながりが薄い層への見守り
強化

④支援拒否者は関わりが困難

⑤デジタルツールの活用⑤オートロックマンション等建
物構造による情報共有の弊害

①デジタル
ツールを活
用した気軽
な相談環境
の整備
②身近な場
所での相談
ツール周
知・協力体
制づくり

✎過去の検討テーマ✐
・精神疾患等の理解について
・８０５０問題（ひきこもり）
・金銭管理 等

＜21＞



４ 世田谷版地域包括ケア１０年振り返り

10

これまで１０年の取組み状況をまとめ、成果を見える化するとともに、その強みや
課題を再認識し、世田谷版地域包括ケアシステムのさらなる発展を目指す。

介護と医療の連携」「地域包
括ケアの地区展開」のこれま
でとこれからの１０年につい
て議論いただきました。

令和7年11月19日
シンポジウム

「世田谷版地域包括ケア１０年」

今後のスケジュール

成果と強み、課題の抽出（地区展開、９要素）R８．１

中間まとめ案（第１章～第２章）R8．１

第２回地域保健福祉総合計画推進委員会
（以下、推進委員会）（庁内検討）

R８．２

第９３回世田谷区地域保健福祉審議会
（以下、審議会）

R８．３

中間まとめ案（第３章）R８．５

第３回推進委員会（庁内検討）R８．６

第９４回審議会R8.7

中間まとめ案（第４章）、報告書案R８．９

第４回推進委員会（庁内検討）R8.１０

第９５回審議会R8.１１

中間まとめ、報告書完成R8.１２

概要版冊子完成R8年度末

報告書
アウトライン

第1章 地域包括ケ
アシステムの概要

第2章 ９つの要素

第3章 地域包括ケ
アの地区展開

第４章 これからの
世田谷版地域包括ケ
アシステム
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区を取り巻く状況と
今後の方向性について

高齢福祉部

資料４

１ 区を取り巻く状況
２ 今後の方向性について
３ その他参考資料
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１ 区を取り巻く状況

○全国の人口の現状と将来推計（各年10月１日）

・全国の人口は減少に転じていく中、高齢者（特に85歳以上）の占める割合（高齢化率）
は増加していくことが想定される。

（出典：2024年まで総務省「人口推計」・2030年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」）

１
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１ 区を取り巻く状況

○世田谷区の人口の現状と将来推計（各年１月１日）

・区将来人口推計によると、令和７年以降も高齢者の占める割合が増える一方で、15～64
歳（生産年齢人口）と０～14歳（年少人口）は一貫して減少する。

（出典：世田谷区将来人口推計（令和5年7月））

２
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１ 区を取り巻く状況

○世田谷区の高齢者人口の現状と将来推計（各年１月１日）

・区将来人口推計によると、高齢者の数は現状から2040年にかけて54,000人程度増加し、
特に65～74歳が約40,000人と多く、90歳以上も約5,000人増加する。

（出典：世田谷区将来人口推計（令和5年7月））

３
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１ 区を取り巻く状況

○世田谷区の認定者数の現状と将来推計（各年１月１日）

・区将来人口推計によると、高齢者数の増加に伴い認定者数も増加する。特に90歳以上の
認定者数が増加する。

（出典：世田谷区将来人口推計（令和5年7月）に基づく推計（介護保険課））

４
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１ 区を取り巻く状況

○世田谷区の高齢者の世帯状況の現状と将来推計（各年４月１日）

・今後も同様の高齢者世帯の変動傾向が続くと、2040年までに全体の４割（約10万人）が
単身世帯となり、高齢者世帯全体の８割が高齢者のみで構成されることになる。

（出典：世田谷区将来人口推計（令和5年7月）及び高齢者世帯の傾向に基づく推計（高齢福祉課））

５
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１ 区を取り巻く状況

○年齢階層別の認定者数及び認定率

・年齢階層が上がるにつれ、要介護認定率も上昇する。
・85歳以上では約３人に２人が要介護認定を受けている一方、65-74歳では約４％に止まっ

ており、要介護認定率は年齢階層によって大きな差が生じている。

第１号被保険者の年齢階層人数・認定者数、認定率

（出典：介護保険事業の実施状況（令和6年度集計））

６
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１ 区を取り巻く状況

○収入のある仕事の有無

・前期高齢者（65-74歳）の方々は仕事をしている、もしくは就労意欲がある方の合計が約
半数となっている。

・前述のとおり前期高齢者は介護保険認定率も低く、健康で就労意欲も高いことから、特
に社会や地域の貴重な支え手としても活躍が期待される。

現在、ご本人は収入のある仕事をしていますか。※要介護認定なしの方

（出典：令和4年度世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告書（区民編）より作成）
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65-69歳 453 21 61 535 (63.5%) 274 34 843

70-74歳 433 20 47 500 (46.7%) 538 33 1,071

75-79歳 251 15 39 305 (34.6%) 525 51 881

80-84歳 150 9 14 173 (22.3%) 551 51 775
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合
計
（

％
）

前期
高齢者

後期
高齢者

単位：人

合計

７

＜30＞



１ 区を取り巻く状況

○区における65歳健康寿命（要介護２）※１と平均寿命※２の推移

・男性・女性ともに65歳健康寿命と平均寿命は延びている。
・65歳健康寿命は平均寿命の延びと比較すると、鈍い状況にある。

※１ 65歳健康寿命（要介護２）
65歳以上の人が要介護認定を受けるまでの状態を健康と考え、要介護２以上の認定を受ける年齢を平均的に表した指標。

※２ 平均寿命
０歳における平均余命のこと。

65歳健康寿命(要介護2)と

平均寿命の推移＜男性＞

65歳健康寿命(要介護2)と

平均寿命の推移＜女性＞

８

（「65歳健康寿命（東京保健所長会方式）（東京都保健医療局）」をもとに世田谷区にて作成）
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１ 区を取り巻く状況

○人生の最期の場

・高齢者の約半数が人生の最期を自宅で迎えたいと希望している。
・一方、実際に死亡している場所は病院（医療機関）が約半数となっている一方、自宅は

24.0％に止まっており、人生の最期として希望する場所と実態に乖離が生じている。
・この他、介護施設における死亡割合も20.0％となっており、実態のほうが高い数値と

なっている。

人生の最期をどこで迎えたいですか。

（出典：令和4年度世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告書（区民編）より作成）

令和５年（2023年）に死亡した世田谷区民の数（死亡場所別）※65歳未満の区民含む。

（出典：令和6年度世田谷区死亡小票分析結果調査報告書より作成）

９

自宅 病院・診療所 介護施設 その他 合計

人数 1,842 4,054 1,534 249 7,679

割合 24.0% 52.8% 20.0% 3.2% 100.0%

自宅 病院 介護施設 その他 分からない 無回答 合計

人数 3,066 708 317 55 1,457 296 5,899

割合 52.0% 12.0% 5.4% 0.9% 24.7% 5.0% 100.0%
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２ 今後の方向性

○2040年に向けて区として重点的に取り組むべき内容（例）

介護保険サービスをできる限り使わなくても済むための取組み

・健康寿命延伸のための健康づくり

・介護予防・日常生活支援総合事業の取組み

高齢者のさらなる社会参加の促進

・社会参加を希望する高齢者の支援

介護保険サービスを安定的に受けることができるための環境整備

・介護保険サービス事業所の支援

・在宅医療・介護連携の推進

10
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３ その他参考資料

○年齢階層別の認定者数及び認定率の推移

・平成27年度と令和６年度を比較すると、75-79歳および85歳以上の認定者数は増加してい
るが、被保険者数も増加しているため、認定率に大きな変化はない。

11

（出典：介護保険事業の実施状況（令和6年度）平成27年度分は27年度介護保険事業状況報告より作成）
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３ その他参考資料

○介護保険サービス給付費の推移

・令和６年度の介護保険サービスの給付費は、637億円で10年前（平成27年度）と比較して
約1.2倍に増加している。

（出典：介護保険事業の実施状況（令和6年度集計より抜粋））
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３ その他参考資料
○区と全国の総費用等における提供サービスの内訳割合

（出典：介護保険事業の実施状況（令和6年度集計））

・全国と比較したときの区の特徴として、居宅サービスの割合が高いことが挙げられ、
特定施設入居者生活介護の割合が高いことが要因の一つとなっている。

世田谷区の総費用等における
提供サービスの内訳（令和６年度）割合

【全国】 介護保険給付に係る総費用の
サービス種類別内訳（令和５年度）割合

厚生労働省「令和５年度介護給付費等実態統計」より作成
（注1）介護予防サービスを含まない。
（注2）特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用、市町村が直接支払う費用

（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注3）介護費は、令和５年度（令和5年5⽉〜令和6年4⽉審査分（令和5年4⽉〜令和6年3⽉サービス提供分））。

13
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３ その他参考資料
○区の介護サービス給付費における提供サービス内訳推移

（出典：介護保険事業の実施状況（平成28年度から令和6年度集計値より作成） ）

・区の介護サービス給付費における提供サービスでは、平成28年度と比べ、訪問系サービ
ス、特定施設入居者生活介護及び介護老人福祉施設の割合が増加している。一方で、介
護老人保健施設の割合は減少している。

令和６年度平成28年度

14
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３ その他参考資料

○年齢別従業員数

・介護サービス事業所全従業員の年齢階層は40代の割合が最も高く、次いで50代、60代と
続いている。

○人材の確保状況

・介護・訪問看護職員を配置する約８割の事業所が人材不足であると回答している。

（出典：令和4年度世田谷区介護保険実態調査報告書（事業者編）より作成）

人材確保の状況についてあてはまるものを
お答えください。（※当該職種はいない、無回答を除く）

事業所の職種別の従業員数についてお答えくだ
さい。（※全職種（常勤・非常勤・その他）の合計）

15
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○2040年には、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口、認知症高齢者、独居の高齢者等の増加と同時に、生産年齢人口の減少が見込まれる中、
地域の規模によって高齢化・人口減少のスピードに大きな差が生じることも踏まえ、早急な対応が求められる。

○このような社会環境の変化の中にあっても、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望する場所で安心して生活できる社会を実現
するため、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化や、これらを通じた地域共生社会の更なる実現・深化を行うことが必要。

○福祉サービス間の連携に加え、介護や福祉以外の地域資源（地域におけるまちづくりや高齢者の移動支援等の取組）との効果的な連携が重要。

１．地域の類型を踏まえたサービス提供体制・支援体制
○地域の類型の考え方
・計画策定プロセスにおいて、該当する地域類型を意識しながら、 都
道府県・市町村等の関係者間で議論を行うことが必要である

○中山間・人口減少地域（サービス需要が減少する地域）

・サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護サービスが
適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを設ける

・特別地域加算の対象地域を基本としつつ、高齢者人口の減少に着目し
た地域の範囲について国において一定の基準を示す（市町村内の一部エ

リアを特定することも可能）★
・対象地域は、計画策定プロセスにおいて市町村の意向を確認し、都道
府県が決定する

○大都市部（2040年にかけてサービス需要が増加し続ける地域）

○一般市等（2040年までの間にサービス需要が増加から減少に転じる地域）

・高齢者人口の増減・サービス需要の変化の見通しに基づき、現行制度
の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる

２．中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
○特例介護サービスの枠組みの拡張
・中山間・人口減少地域において、職員の賃金の改善に向けた取組、
ICT機器の活用や、サービス・事業所間の連携等を前提に、職員の負
担への配慮やサービスの質の確保の観点も踏まえ、管理者や専門職の
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うため、特例介護サービスに
新たな類型を設ける（施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象）★

○地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
・特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、例えば訪問介護に
ついて、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的
な評価（月単位の定額払い）を選択可能とする ★

○介護サービスを事業として実施する仕組み
・中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選
択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業
（地域支援事業の一類型）により、給付と同様に介護保険財源を活用し、
事業者がサービス提供を可能とする仕組みを設ける

○介護事業者の連携強化
・地域の法人・事業所が一定期間にわたり事業継続する役割を担い、複
数事業所間の連携を促進し、業務効率化等の取組を推進する仕組みを
設け、必要な支援を行う ★

○既存施設の有効活用
・国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、
一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充する

○調整交付金の在り方
・より精緻な調整を行う観点から、年齢区分を３区分から７区分に変更する

３．大都市部・一般市等における対応
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合
・夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と
統合する

※多様なニーズに対応したサービスを提供するため、高齢者のニーズに沿った
多様な住まいの充実（Ⅱ３）、テクノロジーの活用支援（Ⅲ２）等の取組を
併せて推進する

Ⅰ 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築

介護保険制度の見直しに関する意見（概要）
（令和７年12月25日 社会保障審議会介護保険部会）

★：今後、詳細の要件や報酬設定等について介護給付費分科会等で議論することとされている項目

資料５
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１．地域包括ケアシステムの深化に向けて
・2040年に向けて、可能な限り住み慣れた地域で自立して日常生活を
営むことができるよう、都道府県・市町村及び関係者が地域の状況に
合わせて地域包括ケアシステムを深化させることが必要である

２．医療・介護連携の推進
○医療と介護の協議の場等
・総合確保方針に基づく協議の場を再編成するとともに、2040年に向
けた介護の提供体制等について本格的に議論する体制を構築する

３．有料老人ホームの事業運営の透明性確保、高齢者への住まい支援
○有料老人ホームにおける安全性及び質の確保
・中重度の要介護者等を入居対象とする有料老人ホームについて登録制
といった事前規制を導入する

・あわせて、更新制や一定の場合に更新を拒否する仕組みを導入する
・事業廃止や停止等の場合の関係者との連絡調整を義務付ける

○入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
・契約書や重要事項説明書の契約前の書面説明・交付を義務付ける

○入居者紹介事業の透明性や質の確保
・公益社団法人等が優良事業者を認定する仕組みを創設する

○いわゆる「囲い込み」対策の在り方等
・介護事業所と提携する有料老人ホームにおいて、ケアマネ事業所やケ
アマネジャーの独立性を担保する体制を確保する

・住まい事業と介護サービス等事業の会計を分離独立させる

○住まいと生活の一体的支援
・改正セーフティネット法も踏まえ、居住施策との連携を促進する

４．介護予防の推進、総合事業の在り方
○介護予防・日常生活支援総合事業
・都道府県の伴走支援や多様な主体とのつながりづくり等の更なる支援を
推進するとともに、総合事業の実施状況等を把握する仕組みを構築する

○介護予防を主軸とした多機能の支援拠点
・高齢者の介護予防を主軸とし、障害、子育て、生活困窮等の地域の抱
える課題の支援を一体的に実施する多機能の拠点を整備する

５．相談支援等の在り方
○頼れる身寄りがいない高齢者等への支援
・ケアマネジャーの法定外業務（いわゆるシャドウワーク）として実施せざる
を得ないケースも多い、頼れる身寄りがいない高齢者等の抱える生活課題
について、地域課題として議論できるよう地域ケア会議の活用を推進する

・包括的支援事業（総合相談支援事業等）において頼れる身寄りがいない
高齢者等への相談対応等を行うことを明確化する

○介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの在り方
・介護予防ケアマネジメントについて居宅介護支援事業所の直接実施を可能とする

○ケアマネジャーの資格取得要件、更新制・法定研修の見直し等
・介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件である国家資格を追加す
るとともに、実務経験年数を５年から３年に見直す

・介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みを廃止し、引き続き定期
的な研修の受講を行うことを求め、事業者への必要な配慮を求める

○有料老人ホームに係る相談支援
・登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係るケアプ
ラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する★

６．認知症施策の推進等
・自治体の認知症施策推進計画の策定を通じて共生社会の実現を推進する

Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化

１．総合的な介護人材確保対策
○人材確保のためのプラットフォーム
・都道府県単位で人材確保のためのプラットフォームを構築する

２．介護現場の職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援、協働化等の推進
○生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等
・国及び都道府県の責務として位置付ける
・人材確保のためのプラットフォームの中で、生産性向上による職場環
境改善、経営改善支援等に向けた関係者との連携の枠組みを構築する

・人材確保や生産性向上による職場環境改善、経営改善支援等について、
都道府県計画における位置付けを明確化する

・国・都道府県においてテクノロジーの更なる活用を支援する

○事業者間の連携、協働化等
・バックオフィス業務等の間接業務の効率化等を進める

○科学的介護の推進
・国に科学的介護を推進していく役割があることを明確化する

Ⅲ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援
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１．2040年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方
○中長期的な推計、2040年に向けた地域課題への対応
・2040年に向けた中長期的な推計を計画の記載事項に追加する
・地域における2040年に向けたサービス提供の在り方について、都道
府県・市町村及び関係者間で議論を行う

２．給付と負担
○１号保険料負担の在り方
・被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行う

○「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準
・能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点
から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要があ
る。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏ま
えつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生
活実態や生活への影響等に加えて、令和８年度に見込まれる医療保険制
度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預
貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検討し、第10
期介護保険事業計画期間の開始（令和９年度～）の前までに、結論を得る

・「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や
利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う

○補足給付に関する給付の在り方
・第３段階②の負担限度額の上乗せを行う（令和８年度～）

・第３段階①と②をそれぞれ２つ（ア・イ）に区分し、第３段階①イ・
②イの負担限度額の上乗せを行う（令和９年度～）

○多床室の室料負担
・在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえつつ、介
護給付費分科会において検討を行う ★

○ケアマネジメントに関する給付の在り方
・住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利
用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点
から、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者
に係る新たな相談支援の類型（Ⅱ５）に対して利用者負担を求めるこ
とが考えられるところ、丁寧に検討を行う

○軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
・多様なサービス・活動の整備の進捗状況、従前相当サービス等における専
門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕組みの連携の実
施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、市町村の
意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括的に検討を行う

○被保険者範囲・受給者範囲
・介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行う

○金融所得、金融資産の反映の在り方
・金融所得の保険料や窓口負担等への反映については、後期高齢者医療
制度での対応状況も踏まえつつ、将来的な導入について、制度面・運
用面等の総合的な観点から、引き続き検討を行う

・金融資産の反映の在り方については、政府として預貯金等へのマイナ
ンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマ
イナンバーの活用について、引き続き検討を行う

○高額介護サービス費の在り方
・制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を行う

３．その他の課題
○介護被保険者証の事務・運用
・65歳到達時の交付から要介護認定申請時等の交付に変更する
・電子資格確認を導入する ・資格喪失時等の返還義務を一部免除する
・65歳到達時等の機会を捉えて、介護保険についての広報啓発を行う

○高齢者虐待防止の推進
・高齢者住まいにおける高齢者虐待防止の取組を推進する

○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進
・全国レベルでの情報収集・分析を行い、事故発生の防止に有用な情報
を介護現場にフィードバックする

○要介護認定
・申請代行が可能な者を拡大する
・主治医意見書の事前入手が可能である旨を明確化する

○特定福祉用具販売
・貸与と販売の選択制の導入に伴い利用者への継続的な関与が必要とさ
れていることを踏まえた制度上の所要の整備を行う

○国民健康保険団体連合会の業務
・介護報酬に関連する補助金の支払事務について、委託を受けて行うこ
とを可能とする

Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
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第10期高齢・介護計画の
策定及び進め方について

高齢福祉部

資料６

１ 策定にあたって（はじめに）
２ 基本的な考え方（部会を通しての論点）
３ 各部会での予定案件（案）
４ 各委員による実践活動を踏まえた計画策定に向けた意見

（お願い）
＜42＞



１ 策定にあたって（はじめに）

○国の動向

国では、今後、85歳以上人口の割合が上昇し、サービス需要や給付費は増加する一方、生
産年齢人口は急減することが見込まれることから、地域ニーズに対応したサービス等基盤
の整備や、人材確保、保険制度の持続可能性の確保に向けた早急な対応が必要であるとし
て、社会保障審議会介護保険部会において、第10期計画期間中では「地域包括ケアシステ
ムの深化」、「介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援」、「多
様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保」を図ることなどを示し
ています。

○区における第10期計画の策定にあたって

区の将来人口推計では、2040年に向け、高齢者人口は一貫して増加することが示されてい
ます。これに伴い、支援を必要とする高齢者も増加することが見込まれます。

高齢者が安心して暮らし続けるための社会基盤である介護保険サービスは、昨今の物価や
人件費の高騰に大きな影響を受け、安定的な運営を揺るがしかねない状況にあるほか、働
く世代の人口減少により担い手の確保がより困難になることも課題となっています。

一方で、就労意欲の高い高齢者や、デジタル機器を自在に使いこなしあらゆる世代との交
流を深めるような活動的な高齢者も増えており、いつまでも生きがいや幸福感をもって暮
らしていくことができるよう、これまで以上に社会参加の促進や健康づくり・介護予防の
取組みが一層重要になってきます。

これらに対応するため、第10期計画は中長期的な展望のもと、2040年に向けた足掛かりと
する施策展開を図っていくための３年間として位置付け、高齢者福祉のさらなる向上と、
介護保険制度の持続可能な運営の実現に向けて取り組んでいくこととします。

１

＜43＞



２ 基本的な考え方（部会を通しての論点）

○ 基本理念

住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現

○施策展開の考え方
参加と協働の地域づくり これまでの高齢者観に捉われない施策 地域包括ケアシステムの推進

「計画策定にあたって」を踏まえ、以上の内容について同じ考えを継続すべきか。

○ 計画目標と施策体系

計画目標Ⅲ

安心して暮らし続けるための医療・介
護・福祉サービスの確保を図る

計画目標Ⅱ

高齢者の活動と参加を促進する

計画目標Ⅰ

区民の健康寿命を延ばす

各評価指標は区民・社会への波及時間と連続性を考慮し設定すべきではないか。
また、第10期に重点的に達成すべき評価指標を設定すべきではないか。

○ 評価指標

≪評価指標例≫
基本理念

幸福度の平均値
計画目標

65歳健康寿命延伸
施策（重点取組み）

定期検診等の受診
率向上

取組み
食生活チェック
シート配布枚数

波及・
連続性

波及・
連続性

波及・
連続性

本計画期間中に達成すべき指標

２
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（参考）令和７年度高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査の実施

○対象者

○設問（例）

○スケジュール

（１）区民編

Ａ調査 介護認定を受けていない高齢者（要支援含む）
7,000人

Ｂ調査 要介護認定を受けている在宅の高齢者
2,000人

Ｃ調査 要介護認定を受けている在宅の第２号被保険者
100人

（１）区民編

共 通：本人と家族の生活状況、就労、住まい、介護や医療、区の取組み認知度 等
Ａのみ：運動機能、外出や交流の頻度、口腔・栄養、健康づくり・介護予防 等
Ｂ・Ｃ：介護保険サービスの満足度、介護者の状況

（２）事業者編

事業所の概要、人材確保・育成・定着支援、事業運営の状況、医療機関との連携 等

（３）在宅介護実態調査

世帯類型、家族等の介護の頻度、主な介護者の状況、施設の検討状況 等

令和７年10月 事業者編 実施 令和８年３月 調査結果取りまとめ（予定）
11月 区民編 実施
12月 在宅介護実態調査 実施

（２）事業者編

区内介護保険サービス事業所：約1,100件

（３）在宅介護実態調査

要介護認定を受けている在宅の高齢者：1,300人

３
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２ 基本的な考え方（部会を通しての論点）

○ 認知症施策について

○認知症施策の必要性

高齢化の進展に伴い、東京都では令和７年には65歳以上の高齢者の６人に１人が認知症になるとされており、誰に
とっても身近なものになってきている。

認知症になっても自分らしく生きる希望を持ち、本人の意思と権利が尊重され、安心して暮らし続けられる地域共生
社会を実現していくことが重要。

○認知症施策の特徴

認知症の発症や進行を遅らせるために、認知症になる前からの健康づくりや、診断されたあとの支援として、適切な
サービスにつなげるための医療機関との連携、本人が自ら思いを発信できる場や社会で活躍できる場の創出、行方不
明時の対策、虐待防止、消費者被害防止などのような生命・財産を守るセーフティーネットの充実など、認知症施策
は多岐に渡っている。

認知症施策をこれまでの施策体系に捉われることなく、横断的な位置付けとする必要があ
るのではないか。（現在、計画目標Ⅱ「高齢者の活動と参加を促進する」での位置付け）

４
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３ 各部会での予定案件（案）

主な案件目的日程

・第10期計画の策定及び進め方について・第10期計画策定に向け
た進め方

第１回 ※本日
２月６日（金）

・各委員による実践活動を踏まえた計画策定
への意見

・実践活動を踏まえた計
画策定への意見

第２回
３月19日（木）

・施策Ⅰ：区民の健康寿命を延ばす
・施策Ⅱ：高齢者の活動と参加を促進する
・施策Ⅲ：安心して暮らし続けられるための

医療・介護・福祉サービスの確保を図る
・中間まとめ案（骨子）

・施策の審議

・中間まとめ骨子

第３回
５月下旬

・中間まとめ案・中間まとめ第４回
７月上旬

・①介護保険料設定の考え方
・②施設整備の考え方
・③答申案（骨子）

・保険料・施設整備第５回
９月上旬

・答申案・答申案第６回
10月中旬

※現時点での予定であり、追加・変更する場合があります。

５
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（参考）第10期高齢・介護計画の全体スケジュール ６
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４ 各委員による実践活動を踏まえた計画策定への意見（お願い）

○実践活動を踏まえた意見について

部会での審議をより深めるため、各委員（団体）の皆様より高齢者の保健・医療・福祉に
関して、日ごろの実践活動から感じている課題等についてご発表いただくとともに、その
課題解決のために第10期高齢・介護計画に盛り込むべき内容等についてのご発表（７分程
度）にご協力をお願いいたします。

※詳細につきましては、後日、事務局より各委員に依頼文をお送りいたします。

実践活動を踏まえた意見を発表いただきたい委員（団体）日程

●地域活動団体
世田谷区社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、町会総連合会、
地域デイサービス

第２回
３月19日（木）

●介護保険サービス事業者
世田谷ケアマネージャー連絡会、世田谷介護サービスネットワーク、
世田谷区訪問看護ステーション管理者会、地域包括支援センター、
世田谷区内特別養護老人ホーム施設長会、全国介護付きホーム協会

●医療関係者
世田谷区医師会、玉川医師会、東京都世田谷区歯科医師会、東京都玉
川歯科医師会、世田谷薬剤師会、玉川砧薬剤師会

７
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